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1.はじめに 

 

これまで播磨町では、平成 7 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災等の教訓を踏ま

え、「播磨町地域防災計画」に基づき、防災行政を推進してきました。しかし、平成23年

3月11日に発生した東日本大震災は広域・巨大・複合災害となり、これまでの防災行政を

徹底して見直す必要に迫られました。 

この災害を契機として、南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しや災害対策基本法が改

正されることとなり、また、「播磨町地域防災計画」の上位計画である国の防災基本計画、

兵庫県の地域防災計画も修正が行われつつあり、今後もこの動きは継続すると思われます。 

 

本町では、南海トラフ巨大地震による地震・津波被害、山崎断層帯をはじめとする直下

型の地震被害、集中豪雨や大型化する台風による浸水被害が懸念されています。また、少

子高齢化、地域コミュニティの弱体化、町の財政状況の悪化、社会資本の老朽化など、災

害に対抗する力が弱まるような様々な問題が大きくなっています。 

 

上記の点を踏まえ、町として、来るべき災害に備え、被害を最小限にとどめるために何

をすべきかを、改めて検討することが急務となっていました。そこで、平成24～25年度の

2 カ年にわたり、町職員で構成したワーキングチームや学識経験者のアドバイス等を通じ

て、町の防災行政に関する基本的な計画である「播磨町地域防災計画」の見直し作業を行

い、その成果を取りまとめ、その後も適宜見直しを進めています。 

 

本冊子は、住民の皆さん向けに「播磨町地域防災計画」の要点を示した要約版として作

成したものです。本冊子とともに、「播磨町地域防災計画」をご確認していただき、来るべ

き災害に備えて、ご自身でも「今、できること」を考えていただくようお願いします。 
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2.播磨町地域防災計画の概要 

2-1.播磨町地域防災計画とは 

播磨町地域防災計画（以下、町防災計画）とは、我が国における防災対策に関する基本

法である災害対策基本法に基づく、町における防災対策を示した計画です。 

町防災計画は、町が主体となり、播磨町防災会議での審議やパブリックコメントでの意

見を踏まえて、作成されます。 

＜播磨町地域防災計画の位置づけ＞ 

 

 

2-2.全体構成 

町防災計画は、計画編（全4部）と資料編で構成しています。 

記載内容は、主に町が実施する行政の計画ですが、住民の皆さんや自主防災組織の役割

など、地域での取り組みに関連する内容を含んでいます。 

 

＜播磨町地域防災計画の全体構成＞ 

編 部 概要 

【計画編】 

第1部 
総則 

計画の趣旨や、町で想定される災害、町がめざす
防災体制など、防災計画全般に関わる事項を示し
ています。 

第2部 
災害応急・復旧 
・復興計画 

災害発生のおそれのある警戒期から災害発生初
動期、応急期、復旧期、復興期までの一連の事態
に対して、時系列に即して、どのような対策をと
るべきかを示しています。 

第3部 
災害予防計画 

町の防災理念に基づき、3つの目標、9つの政策、
49 の施策体系の中に、117 の個別事業を位置づ
け、平常時から取組むべき計画を体系的に示して
います。 

第4部 
その他計画 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関
する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対
策推進計画のほか、広域一時滞在対策計画を示し
ています。 

【資料編】  各種様式、要綱・要領、協定等を示しています。 
  

災害対策基本法

防災基本計画

兵庫県地域防災計画 防災業務計画

播磨町地域防災計画 播磨町総合計画

兵庫県防災会議

播磨町防災会議

中央防災会議

防災関係機関

播磨町
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3.まず知っておいていただきたいこと 

ここでは町防災計画の中でも、住民の皆さんに特に「まず知っておいていただきたいこ

と」について、「第1部 総則」から抜粋して説明します。詳しい内容は、町防災計画の該

当頁をご確認ください。 

 

 

3-1.本町で想定される災害 

本町で想定される災害には、主に以下のような 

ものがあります。 

 

①南海トラフの巨大地震と津波 

②山崎断層帯地震等の直下型地震 

③大雨による浸水被害（河川氾濫など） 

④台風による風害・高潮・高波 

⑤その他事故災害 

 

(1) 南海トラフの巨大地震と津波（町防災計画 P1-11～15） 

南海トラフとは、四国の南の海底にある深い溝（トラフ）のことで、ここを震源地に

過去 100～200 年間隔で繰り返し大地震が発生しています。国の機関である地震調査研

究推進本部の発表によると、地震の発生確率は 10 年以内に 30％程度、30 年以内に 70

～80％、50年以内では90％程度もしくはそれ以上であるといわれています。（令和4年

1月1日時点） 

この地震が発生すると、地震動による建物倒壊、液状化、火災等の被害と併せて、津

波による被害が想定されます。平成 26 年 6 月に兵庫県から公表された被害想定結果に

よると、町内の地震動は震度 6 強、津波高（満潮時）は 2.2ｍ、津波高が 1.0ｍに到達

する時間は110分、町内での全壊棟数は354棟、死者数23名となっています。 

地震動による被害については、建物の耐震化や家具の固定を中心に進めていくことが

第一です。一方で、津波に関しては、兵庫県が兵庫県津波浸水想定図を作成する等、科

学的根拠に基づく想定はなされていますが、東日本大震災でも指摘された「想定外」が

発生することを考慮し、より安全な対策（より高いところに逃げる）ことが必要となり

ます。 

本町では、特に地盤高の低い地域（海抜 3ｍ未満の地域）である「県道 382 号（本荘

平岡線）以東の山陽電気鉄道以南の地域」「県道 382 号（本荘平岡線）以西の山陽新幹

線以南の地域」の方には、町内の津波避難目標地点である大中遺跡公園や野添北公園ま

で避難していただくことを基本的な考えとしています。特に長い時間の地震の揺れや、

津波警報などを聞いた場合は、より高いところへ逃げることを覚えておいてください。 
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＜避難対象地区＞ 

  
 

(2) 山崎断層帯地震等の直下型地震（町防災計画 P1-16～21） 

直下型地震は、1995年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）により注目された、内

陸部の活断層により発生する地震のことです。兵庫県内には、山崎断層帯、中央構造線

断層帯、養父断層帯等の活断層があり、また、県外にも上町断層帯など多くの活断層が

分布しています。これらの直下型地震は、地震の 30 年発生確率が 0.1～3％や 3％以上

と低いものですが、実際のところ、いつ発生するか予測が付きません。なお、阪神・淡

路大震災の時に活動した六甲・淡路島断層帯は、地震発生直前における発生確率が0.02

～8％でした。 

兵庫県の地震被害想定によると、町内では山崎断層帯による地震が発生した時に最大

の被害となり、震度6強、全壊棟数888棟、死者59人と想定されています。 

直下型地震に対する対策も、南海トラフの巨大地震と同じく、建物の耐震化を中心に、

家具の固定や設置場所の検討を行うことです。また、避難するときのための非常持出品

の準備や、食料や飲料水の備蓄などは、家庭で取組める大切な対策です。また、何より

も「地震はいつ起こってもおかしくない」との意識を持ち続けることが日頃からの備え

にも結び付き、いざという時の被害を軽減させることに繋がります。 
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(3) 大雨による浸水被害（河川氾濫など）（町防災計画 P1-22） 

本町では、大雨によって、加古川、水田川、喜瀬川などの堤防が仮に決壊等した場合、

浸水被害が予測されます。なお、局地的な大雨が発生した場合、町内どこでも道路側溝

等から水が溢れるような浸水被害（内水氾濫）が発生する可能性があります。 

大雨の対策は、第一にハード整備（河川の整備、下水道の整備）であり、町や県、国

によって着実に整備が進められています。ただし、近年はこれまでに体験したことの無

いような大雨が降るなど、必ずしもハード整備だけでは対応しきれない事態が発生して

います。そのため、近年ではソフト対策（防災情報の伝達、ハザードマップによる危険

の周知、避難訓練等）により、被害を軽減させる取組みが全国的に進んでおり、町もハ

ザードマップの作成や避難訓練等を実施しています。 

ソフト対策はハード対策と異なり、住民の皆さん自身がその重要性を認識し、自らの

地域の特性（特に河川等との位置関係、土地の高低差）を知ることが必要です。また、

災害時に発表される様々な情報（気象情報、洪水予報、避難情報等）を自ら収集し、危

険を回避するために自ら判断することが求められる対策でもあります。そのため、日頃

から水害の可能性について認識し、いざという時にどのような対策をとるべきかを知っ

ておくことが、いざという時の被害を軽減させることに繋がります。 

 

(4) 台風による風害・高潮・高波（町防災計画 P1-23） 

本町では、台風による風害、特に臨海部では高潮、高波による被害が想定されます。

なかでも、強い台風が満潮時に、淡路島より西側の経路をとって直撃すると、強風が紀

伊水道に流れ込み、湾奥などでかなりの高潮と高波が予想され、低地部では注意が必要

です。 

台風への対策は、まず気象庁が発表する台風情報に注意することです。そして、台風

が近づく前に飛ばされやすいものを固定したり、飛散物による窓ガラスの破損等への対

策を行うことが重要です。 

また、高潮などの浸水被害に対しては、津波からの避難と同じく、より高い場所へ早

めに避難を行うことが、被害を軽減させることに繋がります。 

 

(5) その他事故・災害（町防災計画 P1-24～25） 

上記のほか、町内に点在するため池が大雨や地震により決壊して発生する浸水被害や、

自然災害以外にも、大規模火災、危険物事故、突発性重大事故、海上災害、鉄道災害、

道路災害などの事故・災害が発生する可能性があります。 

これらの事故・災害への対策は、各分野での予防措置等への取り組みが第一となりま

す。事故災害発生時は、事故災害に直接巻き込まれなくても二次災害の可能性がありま

すので、安易に見物などせず、町や関係機関からの指示に従い、自らの身の安全を守る

行動をとってください。 
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3-2.町の防災体制 

(1) 町の防災基本方針（町防災計画 P1-26～27） 

本町では、防災基本方針として、まちの将来像である「みんなでつくる安全・安心のふ

るさとはりま」を目指し、「みんなの力で災害に強いはりまをつくる ～避けられたはずの

犠牲を出さないために～」を防災理念として、各種の取組みを実施することとしています。 

 

＜まちの将来像、防災理念、施策体系のイメージ図＞ 

 
 

(2) 町、住民・自主防災組織、事業者・団体の役割（町防災計画 P1-28～29） 

災害に立ち向かうには地域の総力を結集することが必要不可欠です。そのため、町、住

民、自主防災組織、事業者・団体の各主体が自らの果たすべき役割を理解し、連携・協力

することが重要になると考えています。 

 

（町・消防団の役割） 

町は、基礎的地方公共団体として、防災の第一次的責任を有し、住民の生命、身体及

び財産並びに町域を災害から保護するため、国及び県、指定地方行政機関、指定公共機

関、指定地方公共機関、他の地方公共団体及びボランティアの協力を得て、防災活動を

実施します。そして、事業者の持つノウハウや流通在庫を備蓄として活用できるよう、

日ごろから積極的に連携を図ります。 

また、自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図ると共に、

次世代を担う住民に対し、積極的に防災教育を行います。 

 

（住民の役割） 

住民の皆さんは、「自分の命は自分で守る」「家族の命は家族で守る」「自分たちのま

【まちの将来像】
みんなでつくる

安全・安心のふるさと
はりま

現在

【施策１】
災害発生時の被害をみんなで最小限に抑え、

災害からの早期の回復を図る。

【施策２】
いつか必ず起こる災害にみんなで備える。

→災害応急対策、復旧・復興計画

→災害予防計画

【防災理念】
みんなの力で災害に強いはりまをつくる
-避けられたはずの犠牲を出さないために-
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ちは自分たちで守る」という意識を持ち、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄（７

日分を目標とする）を進め、防災訓練や地域の活動に積極的に参加し、各個人、事業所、

自主防災組織等の防災力の向上及び関係の強化、災害時の連絡体制の整備、ルールづく

りなどを進めてください。また、過去に経験した災害から得た教訓を地域で共有し、後

世に伝えることも大切な役割です。 

 

（自主防災組織の役割） 

自主防災組織及び住民組織等は、「自分たちが住む地域は、自分たちが守る」との意

識に基づき、地域の住民を組織し、平時及び災害発生時の自主防災活動を行ってくださ

い。 

 

（事業者の役割） 

事業者は、従業員や施設利用者の安全確保、経済活動の維持、地域住民への貢献等、

事業者が災害時に果たす役割を十分に認識し、防災活動の推進に努めてください。 

特に、災害応急対策等に関する事業者（小売店、飲食料品・医薬品メーカー、運送事

業者、建設業者等）は、災害時においても事業活動を継続するとともに、その事業活動

に関し、国、県及び町が実施する防災に関する施策に協力するよう努めてください。 

 

（各種団体の役割） 

各種団体（NPO、ボランティア団体など）は、各団体が災害時に果たす役割を十分に

認識し、固有の能力を発揮することで地域住民への貢献を行い、防災活動の推進に努め

てください。 

 

＜町、住民・自主防災組織、事業者・団体の連携・協力＞ 

 

 

(3) 防災階層と防災拠点（町防災計画 P1-34～39） 

本町では、防災対策に取組む上で、地域的まとまりを考慮し、基本となる防災階層を

定め、それぞれに防災拠点（地域防災拠点、コミュニティ防災拠点、自主防災活動拠点）

を設置しています。それぞれの階層において、各主体が防災対策に努めることで、地域

全体としての防災力を向上させることを目指しています。 

  

町など行
政機関
（公助）

町民・自主
防災組織
（自助・共
助）

事業者
・団体（自
助・共助）

連携・協力
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＜防災階層と防災拠点＞

 

  

町

南 部
野 添

西 部
東 部

臨 海 部

本
荘
東
、
本
荘
中
、
本
荘
西
、
本

荘
北
、
石
ヶ
池
、
学
園
前
、
学
園

北
、
本
荘
県
住
、
宮
北
、
宮
西
、

ﾘﾍ
ﾞｰ
ﾙ
播
磨
南

新
池
、
川
端
、
野
添
中
部
、
鹿
の

川
、
宮
山
、
宮
ノ
裏
、
城
、
野
添

高
山
、
駅
西
、
土
山
駅
前
、
五
反

田
、
緑
ヶ
丘
、
播
磨
苑
、
野
添
県

住
、
蓮
池
、
新
野
添
、
オ
リ
ー
ブ

ハ
イ
ツ
土
山
、
サ
ニ
ー
ハ
ウ
ス
、

ｻ
ﾝ
ｼ
ﾃ
ｨ本
荘
、
北
池

大
中
東
、
大
中
西
、
大
中
団
地

、
古
田
東
、
古
田
北
、
古
田
西

、
本
荘
古
田
南
、
神
川

古
宮
第
一
、
古
宮
第
二
、
古
宮

第
三
、
駅
東
、
二
子
、
二
子
北

【
基
本
防
災
階
層
】

自
治
会

（
自
主
防
災
組
織
主
体
）

【
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
防
災
階
層
】

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
区

（
町
と
住
民
協
働
）

広
域

狭
域

各
家
庭

新
島
連
絡
協
議
会
、
新
島
公
共

埠
頭
連
絡
協
議
会
、
二
見
臨
海

工
業
団
地
企
業
連
絡
協
議
会
、

各
工
場

県

【
地
域
防
災
階
層
】

町
全
域

（
町
主
体
）

【
地
域
防
災
拠
点
】

・
災
害
対
策
本
部
設
置
施
設
（
代
替
施
設
含
む
）

・
広
域
避
難
地
（
兼
屋
外
活
動
拠
点
）

・
物
資
集
積
拠
点

・
ア
ク
セ
ス
拠
点
（
道
路
、
ヘ
リ
ポ
ー
ト
等
）

【
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
防
災
拠
点
】

・
避
難
所
（
兼
救
護
所
）

・
一
時
避
難
所

【
自
主
防
災
活
動
拠
点
】

・
公
民
館
、
集
会
所

・
各
自
主
防
倉
庫

・
一
時
避
難
地
（
公
園
）等

【
そ
の
他
】

・
福
祉
避
難
所

・
津
波
目
標
地
点
、
津
波
避
難
ビ
ル

・
臨
時
受
入
施
設

・
防
災
倉
庫

・
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
・
応
急
仮
設
住
宅
建
設
場
所

・
災
害
廃
棄
物
仮
置
き
場

・
遺
体
安
置
所
等

【
広
域
防
災
拠
点
】

・
全
県
拠
点

・
ブ
ロ
ッ
ク
拠
点

・
そ
の
他
拠
点

【
広
域
防
災
階
層
】

県
全
域

（
県
主
体
）
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4.いざという時のために知っておいていただきたいこと 

ここでは町防災計画の中でも、住民の皆さんに特に「いざという時のために知っておい

ていただきたいこと」について、「第2部 災害応急・復旧・復興計画」から抜粋して説明

します。詳しい内容は、町防災計画の該当頁をご確認ください。 

 

 

4-1.災害時の情報について 

(1) 災害時の防災情報（町防災計画 P2-24～45） 

災害時には、それぞれの事象にあわせて、各機関から様々な情報が発表されます。そ

れらの情報の意味を知り、どのような行動をとるべきかを知っておいてください。 

なお、これらの情報は、テレビやラジオ、各機関のホームページ等においても公表さ

れます。自ら情報を収集し、避難行動等に役立ててください。また、町においてもこれ

らの情報を参考に、避難情報等（【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】避難

指示、【警戒レベル５】緊急安全確保）を発表します。 

 

＜災害時の防災情報＞ 

発表者 状況 防災情報 

気象庁 

大雨時 
各種注意報・警報、記録的短時間大雨情報、土砂災

害警戒情報、台風情報、特別警報など 

地震時 
緊急地震速報、震度速報、震源・震度に関する情報、

津波警報・注意報 

その他 火災気象通報 

国土交通省及び 

神戸地方気象台 
大雨時 加古川洪水予報 

兵庫県 大雨時 喜瀬川の水位到達情報、土砂災害警戒情報 

 

(2) 災害時の被害情報の町への通報（町防災計画 P2-46） 

災害時、町は町内の被害状況等について、情報を収集します。その際、住民の皆さん

からの通報は、貴重な情報源となります。通報いただく際は、落ち着いて、予め住所、

氏名、被害の状況、要望などを整理し、お電話等でお伝えください。 

なお、災害発生時は一時的な混乱状況やライフラインの遮断等により、電話等が繋が

りにくくなる可能性があります。また、町がなすべき防災対策に追われている場合、一

時的に電話対応が出来なくなる可能性がある点、ご理解のほど、よろしくお願いいたし

ます。 
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4-2.命を守る行動について 

(1) 避難の基本的な考え方（町防災計画 P2-72～73） 

災害から命を守るためには、避難が有効な手段となります。ただし、一言で避難と言

っても、災害やその時の状況によって、とるべき行動は異なってきます。災害別におけ

る避難のあり方について、以下に説明します。 

 

■風水害時の避難のあり方 

風水害時には、局地的な集中豪雨を除き、多くの場合、事前に気象予警報など防災情

報が発表され、それらを参考として事前避難を行う時間的余裕があります。町もそれら

の事前の防災情報を参考に、避難情報を発表します。 

なお、状況によっては移動途中での被災の危険性もあるため、必ずしも指定の避難所

への屋外の移動を伴う避難（水平避難）を行うだけではなく、状況に応じて、自宅の2 階

以上への垂直避難（屋内での退避等の安全確保措置）を行ってください。 

 

＜風水害時における避難の流れイメージ＞ 

 

■津波からの避難のあり方 

津波は、主に南海トラフ等の海溝型地震に伴って発生することが指摘されています。

地震発生時には、気象庁から津波警報等が発表されるため、その事前情報を参考として

町も避難情報の発表を行います。なお、東日本大震災で指摘されたように、津波からの

避難は、予兆や情報を感知した時点で、より早くより高い場所へ避難してください。 

 

＜津波時における避難の流れイメージ＞

 

避難所
（小中学校等）

風水害時の避難

浸水発生

気象警報・
潮位・水位情報、
避難指示など

一時避難所
（ｺﾐｾﾝ等）

福祉避難所
要援護者

応急仮設
住宅

播磨町
開設・運営避難指示等情報伝達

事前避難

事後避難緊急安全確保

住民
（自宅） 避難所の閉鎖後

必要に応じて
事前避難

避難所
（小中学校等）

想定浸水深等の情報により

自宅の2階等への避難が可能

避難所
（小中学校等）

福祉避難所

地震発生
津波避難
目標地点

津波避難
ビル

津波避難

緊急避難

要援護者

応急仮設
住宅

住民
（自宅） 避難所の閉鎖後

必要に応じて

津波時の避難

津波警報・
ゆっくりとした

大きな揺れなど



11 

■高潮からの避難のあり方 

高潮は、台風によって引き起こされます。事前に、台風情報や高潮警報などが発表さ

れますので、風水害時に準じた対応が基本となりますが、高潮の場合には洪水よりも新

水深が深くなることが想定されるため、避難先の想定新水深を考慮して避難先を選択す

る必要があります。 

また、避難行動が遅れるなどの理由により水平避難を行う時間的な余裕がない場合に

は、津波避難ビル等への垂直避難へと避難行動を切り替える必要があります。 

 

＜高潮時における避難の流れイメージ＞ 

 

■地震時及び事故災害時の避難のあり方 

地震や事故災害などは、事前の予測が困難な災害です。そのため、災害が発生した後

に、例えば自宅が被災したから避難する、火災が迫ってきたから避難するなど、事後対

応的な避難が中心となります。そのため、町の避難情報は、現場の被害情報などを参考

に発表することになります。町からの避難情報に留意し、自らの身を守る行動をとって

ください。 

 

＜地震時及び事故災害時における避難の流れイメージ＞ 

 

避難所
（小中学校等）

高潮時の避難

越水

高潮警報
避難指示など

一時避難所
（ｺﾐｾﾝ等）

福祉避難所
要援護者

応急仮設
住宅

播磨町
開設・運営避難指示等情報伝達

事前避難

事後避難緊急安全確保

住民
（自宅） 避難所の閉鎖後

必要に応じて
事前避難

津波避難
ビル

緊急安全確保

避難所
（小中学校等）

広域避難地

福祉避難所

災害発生
自宅の被災・
二次災害
の危険性

播磨町
開設・運営避難勧告等の情報伝達

火災等からの
避難

要援護者

地震時・事故災害時の避難

応急仮設
住宅

一時避難地
（公園等）

帰宅困難者
臨時受入
施設

住民
（自宅）

避難所の閉鎖後
必要に応じて
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(2) 町が発表する避難情報について（町防災計画 P2-74～92） 

本町では、関係機関の防災情報等を参考に、住民の皆さんの生命を守る行動を支援す

るために、避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、災

害発生情報）を発表します。それらの情報の意味を知り、自らの避難等に役立ててくだ

さい。また、災害による危険性の高い地域については、町が警戒区域を設定し、立入を

制限することもあります。 

＜避難情報等一覧＞ 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ 

区分 発表時の状況 住民の皆さんが 

とるべき行動 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ 3 

高齢者等 

避難 

・災害が発生するおそれがあり、

要配慮者等の特に避難行動に

時間を要する住民が避難行動

を開始しなければならない状

況 

 

※夜間や暴風下における避難を

回避するために、適切な時間帯

に高齢者等避難を発令する。 

・要配慮者等の特に避難行動に時間を

要する者は、計画された避難場所へ

の避難行動を開始（避難支援者は支

援行動を開始） 

・上記以外の者は、出勤等の外出を控

えるなど普段の行動を見合わせ始め

たり、家族等との連絡、非常用持出

品の用意等、避難準備を開始 

・特に、急激な水位上昇の恐れがある

河川沿いは、避難準備が整い次第、

指定緊急避難場所等へ立ち退き避難

することが強く望まれる。 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ 4 
避難指示 

・災害が発生するおそれが高く、

災害リスクのある区域等の居

住者等が避難行動を開始しな

ければならない状況 

 

※夜間や暴風下における避難を

回避するために、適切な時間帯

に避難指示を発令する。 

※発令基準を満たしたときは、指

定緊急避難場所の開設を終え

ていなくても発令する。 

・居住者等 

は全員、計画された避難場所等への

避難行動を開始 

・指定緊急避難場所への避難はかえっ

て命に危険を及ぼしかねないと自ら

判断する場合や、ハザードマップ等

により屋内で身の安全を確保できる

と自ら判断した場合には、近隣のよ

り安全な場所や建物等へ避難、屋内

のより安全な場所へ移動することも

可能。 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ 5 
緊急安全確保 

・災害が発生又は切迫して

おり、居住者等が身の安

全を確保するために指定

緊急避難場所等へ立退き

（水平）避難することが

かえって危険であると考

えられる状況 

・命を守るための最善の行動を

とる 
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▲津波避難訓練の様子 

※適切な避難行動は、切迫する危険を回避するための行動を基本とし、住民一人ひとり

が自らの置かれる状況に即して、適切な避難の時期や方法、避難する場所を選択する

必要があります。したがって、住民の皆さんは、避難情

報が発信されていないことを理由に避難行動を行わない

のではなく、被害発生予測が可能となるような情報収集、

地域特性に応じた早期避難に努めるとともに、冠水時等

の悪条件下の屋外移動の回避、垂直避難の可能性等に留

意し、適切な行動をしてください。 

 

※特に感染症の流行下においては、指定避難所等に避難者が殺到することを避ける必要

があるため、ハザードマップや「避難行動判定フロー」等を用いて地域の災害リスク

や住宅の条件等を考慮した適切な避難先を選択するとともに、親戚・知人宅等、避難

所以外の多様な避難先について事前に検討しておくことが望まれます。 
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(3) 避難所の開設・運営について（町防災計画 P2-95～98） 

本町では、災害発生時に以下の避難所を開設します。 

特に地震等の大規模災害においては、町内の小中学校において、長期的な避難所生活

を送る可能性があります。その備えとして、町では「避難所運営マニュアル」の作成を

進めており、地域・学校・町が連携して、避難所を運営するための仕組みづくりに取り

組んでいます。 

 

＜避難所の区分＞ 

区分 概要 指定施設 備考 

避難所 

自宅が被災する等、

住居を失った被災者

が一時的に生活を行

う場所 

主に町内の小

中学校など 

主に地震等の大規模災害時（※

不足する場合は、適宜幼稚園等

の町施設の活用を検討する） 

一時避難所 
一時的に災害を逃れ

る場所 

中央公民館、各

コミュニティ

センター 

風水害時にのみ収容避難所とし

て、避難所（学校等）に先行し

て開設する。大規模災害、地震

災害では施設全てを福祉避難所

として使用する。 

福祉避難所 要配慮者用の避難所 福祉会館ほか  

※災害対策基本法が改正されたことに伴い、避難所（避難場所）には以下の区分により

整理することが定められました。播磨町では、住民の皆さんが混乱しないよう、従来

の名称を使用しつつ、これらの区分による整理を図っています。 

 

＜災害対策基本法による新たな区分＞ 

指定緊急避難場所 

 

切迫した災害の危険からの逃れるための避難場所 

該当する避難先の例：津波避難ビルや津波避難目標地点など 

指定避難所 一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所 

該当する避難先の例：小学校の体育館など 
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(4) 人命救出活動について（町防災計画 P2-101～103） 

阪神・淡路大震災では、生き埋めや建築物などに閉じ込められた人のうち、生存して

救出された約95％の方は、自力または家族や隣人などに助けられました。また、死者の

大半は、地震が発生した当日か翌日の間に発生し、生存者を救出できたのは、大部分が

3 日目までと言われています。このような傾向は、他の大規模地震でも見られ、地震発

生から最初の 3 日間は、人命を救助するために非常に重要な時間「黄金の 72 時間」と

呼ばれています。 

町は、人命救出活動体制を確立するために、関係者への連絡調整を行います。ただし、

道路の寸断、ライフラインの断絶などによって、必ずしも行政による支援が行き渡る保

証はできません。「自らの身は自ら守る（自助）」、「自らの地域は自分たちで守る（共助）」

の意識を持って、地域で協力しながら人命救出活動にあたってください。 

 

＜救護活動におけるトリアージについて＞ 

地震などの大規模災害時には、多くの負傷者等が医療機関に殺到することが考えられ

ます。この場合、多くの負傷者等の中から、生命にかかわる傷病の方から優先的に治療

や搬送を行うことになります。この治療等の優先順位をつけることを「トリアージ」と

言います。一人でも多くの命を救うためには、この必要性や内容について、住民の皆さ

んの理解が不可欠です。 

 

参考：よくわかる「南海地震対策」のしくみ（高知県） 

 

(5) 建物等の応急危険度判定について（町防災計画 P2-138～141） 

地震等により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下

等から生ずる二次災害を防止し、住民の皆さんの安全確保を図るために、町は県と連携

し、建物等の応急危険度判定を行います。 

応急危険度判定は、町から依頼を受けた応急危険度判定士が被災建築物の調査を行い、

その建築物が使用できるか否かを応急的に判定します。応急危険度判定士とは、県知事

の認定を受け、ボランティアで判定活動を行う方です。応急危険度判定士は判定活動に

従事する場合、身分を証明する判定士認定証を常時携帯し、「応急危険度判定士」と明

示した腕章及びヘルメットを着用します。 
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応急危険度判定を行った場合、その判定結果に基づき、危険（赤紙）、要注意（黄紙）、

調査済み（緑紙）のいずれかの判定標識を建築物の出入口等の見やすい場所に表示し、

当該建築物の利用者だけでなく、付近を通行する歩行者に対しても安全であるか否かを

容易に識別できるようにします。また、判定標識には、判定結果に基づき簡単な説明及

び二次災害防止のための処置について書かれています。 

なお、この判定は、罹災証明書のための被害認定調査とは異なります。応急危険度判

定は、余震等により二次被害が発生しないように、被災した建築物が応急的な安全性を

有しているかどうかを判定するものです。応急危険度判定と被害認定調査とは目的が異

なりますので、判定結果が必ずしも同じになるわけではありません。 
 

＜応急危険度判定の結果表示例（参考：富山県ＨＰ）＞ 
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4-3.生活再建に向けて 

地震や風水害など、災害が一定程度落ち着いたら、生活再建に向けての取組みが本格化

します。特に被災された方に対しては、行政からの支援制度が整備されています。詳細は、

その災害毎に町が設置する生活再建の総合相談窓口で説明が行われます。 

 

(1) 被害認定調査と罹災証明書について（町防災計画 P2-153～157） 

各種の生活再建支援制度の適用を受けるにあたっては、被害認定調査を受け、罹災証

明書の発行を受ける必要があります。 

被害認定調査は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」によっ

て、原則として住家を対象に町が実施します。同指針には、地震による被害、水害によ

る被害、風害による被害について、その判定基準が定められています。なお、火災につ

いては、消防庁が定めた「火災報告取扱要領」によって消防署が実施します。 

被害認定調査では職員が現地調査等を行うため、広範囲で被害が発生した場合、調査

完了までに多くの日数を要する可能性があります。（大規模な災害が発生し、被害が多

数発生している場合は、迅速に罹災証明書の発行を行うために、外観だけで調査する方

法をとる場合もあります） 
また、被害認定調査の結果に不服がある場合には、町に再調査を申請することができ

ます。 
なお、この被害認定調査は、応急危険度判定とは異なります。応急危険度判定は、余

震等により二次被害が発生しないように、被災した建築物が応急的な安全性を有してい

るかどうかを判定するものです。被害認定調査と応急危険度判定とは目的が異なります

ので、判定結果が必ずしも同じになるわけではありません。 
 

(2) 各種の生活再建支援制度について（町防災計画 P2-158～166） 

災害時には、その被災規模によって、行政による支援として、災害弔慰金、災害見舞

金、被災者生活再建支援金などの支給が実施されます。適用条件や支給額等は、それぞ

れ詳細が異なりますので、町にご相談ください。 

■死亡した場合 

・災害弔慰金（町） 

・死亡見舞金（県） 

 

■障害が残った場合 

・災害障害見舞金（町） 

 

■税の減免 

 

■住家が被害を受け合場合 

・災害見舞金等（町） 

・災害援護金（県） 

・被災者生活再建支援金（国） 

・兵庫県住宅再建共済制度（加入者のみ） 

・仮設住宅等への入居 

・住宅の応急修理 

 

■資金の貸付が必要な場合 

・災害援護資金（町） 

・生活福祉資金（社会福祉協議会） 

・災害復興住宅融資（住宅金融支援機構） 

・中小企業への融資（日本政策金融公庫等） 
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出展：(公財)兵庫県消防協会 

5.日頃から取組んでいただきたいこと 

ここでは町防災計画の中でも、住民の皆さんに特に「日頃から取組んでいただきたいこ

と」について、「第3部 災害予防計画」から抜粋して説明します。 

災害予防計画は、町の防災理念に基づき、3 つの目標、9 つの政策、49 の施策体系の中

に、117 の個別事業を位置づけた体系的な計画となっています。そのうち、特に「政策 1 

関係団体の防災活動と連携を図る」「政策2 広く防災知識を普及させ、住民の主体的な取

り組みを促す」は、住民の皆さんに関係する内容となっています。詳しい内容は、町防災

計画の該当頁をご確認ください。 

 

 

5-1.地域で取組んでいただきたいこと（共助） 

(1) 自主防災組織等への参加（町防災計画 P3-14～15） 

自主防災組織は、「自らの地域は自分たちで守る」という意識を持った住民の皆さん

が防災活動のために自主的に作る任意団体で、メンバーはボランティアです。 

町内では、43 団体の自主防災組織が結成されており、組織率は 97.7％で高い組織率

にあります。各自主防災組織では1年間に12回、のべ160名（平成24年度平均）によ

る活動が行われています。ただし、組織によって活動の度合いが異なり、地域差がある

のも事実です。 

自主防災組織は、地域における共助の要となることが期待されることから、町は自主

防災組織の活動や取組みを活性化させる等の支援を行っています。住民の皆さんも、「自

らの地域は自分たちで守る」意識を持って、積極的に自主防災組織活動にご参加くださ

い。 

また、兵庫県では阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、「ひょうご防災リーダー」の育

成制度を設けています。これらの制度も活用して、地域防災力の向上に努めてください。 

 

(2) 消防団への参加（町防災計画 P3-16） 

消防団は、町が消防組織法に基づいて設置する公的な組織です。主に地域住民によっ

て組織されますが、町の公的な消防機関であり、消防署と協力して火災、災害及び人命

の救助に出動するとともに、火災予防の普及啓発活動等を担います。団員は非常勤の特

別職公務員であり、報酬や公務災害補償制度などのサポート体制が整えられています。

また、町では消防団の装備、資機材などについても充実を図っています。 

町内では、消防団員は地域で働く自営業者の方な

どが従来は多かったのですが、近年は町外で働く方

の割合が高くなり、日中災害に即時対応できない傾

向にあります。また、団員の高齢化も進んでいます。 

消防団は、直接的に地域の皆さんの救助にあたる

など、重要な役割を担います。「自らの地域は自分

たちで守る」意識を持って、消防団に参加しましょ

う。消防団に入団するためには、特別な資格は必要あ
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りません。町内に在住のかたで、心身健康な18歳以上50歳未満のかたであればどなた

でも入団できます。男性だけでなく、女性消防団員も募集しています。 

 

(3) 災害ボランティアへの参加（町防災計画 P3-19～20） 

これまでの災害においても、行政や地域住民以外の一般の方による災害ボランティア

が被災地の復旧や復興に活躍されており、重要な役割を担っています。また、平時から

町内においても、多くの方が様々なボランティア活動に取り組まれています。 

災害時には、町は町社会福祉協議会と連携し、町内外からの災害ボランティアを受け

付ける災害ボランティアセンターを設置します。過去の被災地の教訓等では、一般の災

害ボランティアと、地域のボランティアの活動ニーズをマッチングさせる役割を担う

「災害ボランティア・コーディネーター」が、円滑なボランティア活動に必要であるこ

とが指摘されています。町においても、各種団体と平時から一緒に防災活動を行ったり、

災害ボランティア・コーディネーター養成講座の開催を検討するなど、災害ボランティ

アへの支援を行っています。災害時に自分に何が出来るか考えてみてください。 

 

(4)避難行動要支援者（高齢者等）への支援（町防災計画 P3-70～71） 

本町では、災害時に特別な配慮が必要となる高齢者、障がい者等の要配慮者のうち特

に避難行動に支援が必要な方（避難行動要支援者）を支援するための全体計画（播磨町

避難行動要支援者避難支援計画）及び個別計画の作成の手引きを策定し、要配慮者への

支援体制の整備を進めています。 

ただし、避難行動要支援者への支援体制は行政のみで確立できるものではなく、当事

者の方の防災意識の向上や、住民の皆さんの協力体制が必要となります。平時から要配

慮者に対して何が出来るかを考え、町と協力・連携して、少しでも被害を軽減できるよ

うに取組みを行っていきましょう。 

 

(5) 避難所の開設・運営体制の確立（町防災計画 P3-77） 

地震などの大規模な災害時においては、住居等が被災し、一時的に避難所での生活を

余儀なくされる事態も想定されます。本町では、小中学校を中心に被災された方を収容

する避難所として指定し、開設を行う予定としています。ただし、災害時には一時的な

混乱状態になり、必ずしも行政のみで避難所の開設・運営が行える保証はありません。

そのため、避難所の開設・運営に関しては、町・施設管理者（学校など）・地域住民の3

者が集まり、避難所運営マニュアルを作成する取組みを行っています。 

災害時には、誰しもが避難者になる可能性があります。そして避難所は、避難者自身

によって運営していかなければなりません。そのために、平時から地域の避難所を把握

するとともに、避難所運営マニュアル等を確認したり、防災訓練に参加して、いざとい

う時に備えておきましょう。 
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5-2.個人や家族で取組んでいただきたいこと（自助） 

(1) 主体的な防災知識の学習（町防災計画 P3-21～22） 

防災・減災対策で必要なのは、「正しく恐れること」と言われています。そのために

は、災害や防災・減災に関する知識が必要です。 

住民の皆さんが防災について学べるように、町は町ホームページに「播磨町総合防災

マップ」や「播磨町災害特性図報告書」などの本町に関する資料を公開したり、屋外の

海抜表示板などの広報物を作成しています。 

また、国や県などにおいても、防災知識の学習サイト等を作成しています。加古川市

防災センターや神戸市にある人と防災未来センター、兵庫県広域防災センターでは、体

験型の防災学習施設があります。 

様々な観点から防災・減災に関する知識を学び、いざという時に備えましょう。 

 

＜町の防災情報＞ 

播磨町ホームページ 

防災情報 

 

https://www.town.harima.lg.jp/bosai/bosai/index.html 

 

＜町以外の防災知識の学習について＞ 

 

 

(2) 防災訓練等への参加（町防災計画 P3-23） 

自主防災組織合同研修会や津波避難訓練、子ども防災

体験キャンプなど、様々な防災訓練を町は企画・実施し

ています。これらの防災訓練は、机上の知識だけではな

く、実際に自分の体を動かして体験するもので、普段の

生活では体験できないことが体験でき、新しい気づきを

教えてくれます。 

防災訓練の開催は、町広報等を通じて周知を行います

ので、積極的にご参加ください。（なお、訓練によっては

定員が決まっている場合もあります） 

 

▲自主防災組織による 

土のう工法訓練 
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(3) 防災安心ネットはりまへの登録（町防災計画 P3-32） 

災害時には、町は防災行政無線とともに、テレビやラジオ、町ホームページ等を通じ

て、住民の皆さんに情報の伝達を行います。過去の災害の教訓からは、情報伝達の手段

は多重化（より多くの手段をもって伝える）しておくことが大切であるといわれていま

す。 

防災安心ネットはりまは、個人が所有されている携帯電話等にメール配信することで、

情報伝達する手段です。使用には、事前の登録が必要ですので、情報取得の多重化の一

環として、「防災安心ネットはりま」への登録を行いましょう。 

なお、本町では携帯電話会社と協力し、緊急時に播磨町内にいる方々に強制的にメー

ル配信を行う「エリアメール」、「緊急速報メール」も運用しています。 

 

＜防災安心ネットはりま＞ 

 

 

(4) 食料・飲料水・生活必需物資の備蓄（町防災計画 P3-39） 

本町では、地震などの災害時に物流経路が途絶えた場合に備えて、食料等の備蓄を行

っています。ただし、それはあくまで緊急対応用であるため、すべての物資を町だけで

確保することは困難です。 

そのため、各ご家庭においても、いざという時に備えて、食料や飲料水など、１週間

分程度を目標に備蓄を行ってください。 

なお、上手に備蓄するためには、備蓄のためだけに食料等を準備するのではなく、通

常の生活等で食料等を余分目に買っておき、使いながら補充をする方法（ローリングス

トック法）も一つの方法です。 

ご家庭での備蓄物資を検討される際は「播磨町備蓄計画」も参考にしてください。 
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＜食料備蓄の目標数量＞ 

 
住民による備蓄 

行政による備蓄 
町 県 

コミュニティ域 
又は 
小・中学校区 
レベル 

1人7日分 
(現物備蓄) 

被災者の1日分 
相当量 

(現物備蓄) 
 

 

市町域レベル 
 被災者の1日分相当量 

(現物又は 
流通在庫備蓄) 

 

広域レベル 
  被災者の1日分相当量 

(現物又は 
流通在庫備蓄) 

合計 7 日 分 2 日 分 1 日 分 

(注)矢印は、不足が生じた場合、カバーする手順を示す。 

 

＜ローリングストック法について＞ 

ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を

繰り返すことで、常に家庭に新しい非常食が備蓄されているという「食べ回しながら備

蓄」する方法です。この考え方は、食料に限らず、飲料水や日用品にも応用できます。 

参考までに、以下に食料備蓄の例を示します。保管スペース等の問題もありますので、

1日2食としたり、乾パン等の長期保存の食料と併せながら、自分にあった方法で備蓄に

努めてください。 

 

■ローリングストック法を活用した食料備蓄の例 

①目標とする食料備蓄の量を設定する。 

ここでは、1人あたり7日分3食で、全21食分を目標とします。なお、普段の食

生活で冷蔵庫等にはある程度の食材があるものです。しかし、大規模地震等では停

電による腐敗等の可能性があるため、1日分の食材しか使用できないものと仮定しま

す。そのため、通常の食材とは別に 6 日分（18 食分）は、非常食の備蓄が必要と考

えます。 

 

②非常食を購入する。 

一般に販売されている賞味期限1～2年程度の腐敗の可能性が低いレトルト食品や

缶詰等を6日分（18食分）購入します。また、水やお湯を沸かすためのガスコンロ・

ガスボンベなども併せて準備してください。 

 

③非常食をローリングストック法で「食べ回しながら備蓄」する。 

普段の食生活の中で、非常食を消費していきます。古いものから消費し、使った

分はそのたびに補充していきます。毎月「非常食を食べる日」などを設けると、1年

で12食分（4日分）、家族等で楽しく消費でき、新しいものに更新することができま

す。（この方法でも1年間で残り6食分（2日分）が残りますので、日々の生活の中

で消費していきます） 

 

④これを繰り返し、常に新しい非常食がある状況を保ちます。 
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(5) 防災会議等への参画・意見要望（町防災計画 P3-44） 

町防災計画の見直しなどについて、本町では防災会議の開催、パブリックコメント制

度を通じて意見交換を行いながら、町の防災行政を推進しています。 

本町の防災理念「みんなの力で災害に強いはりまをつくる」を達成するためには、地

域住民の意見を取り入れることが大切であると考えています。防災会議に関しては、一

般傍聴の制度も整備しています。防災会議やパブリックコメントの実施については、町

ホームページ等でお知らせいたしますので、町の防災行政へのご意見をよろしくお願い

いたします。 

 

(6) フェニックス共済（兵庫県住宅再建共済制度）への加入（町防災計画 P3-60） 

フェニックス共済は、兵庫県が阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ創設した制度です。

この共済は、住宅を所有している方に加入いただき、平常時から資金を寄せ合うことに

より、災害発生時に被害を受けた住宅の再建・補修を支援する制度です。 

あらゆる自然災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火等）を対象と

し、地震保険や他の共済と併用できます。 

一日でも早く住まいを再建するために、ぜひ加入をご検討ください。 

フェニックス共済について詳しいことは、公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金か町

へお尋ねください。 
 

(7) 建築物等の耐震性の確保（町防災計画 P3-86） 

地震への防災・減災対策は、建築物の耐震化が第一です。本町では住宅無料相談や、

簡易耐震診断事業や兵庫県わが家の耐震改修促進事業等による住宅耐震化の支援を行

っています。詳細な条件等は、町までお問い合わせください。 

また、建築物の耐震化と併せて、家屋内の家具の固定や配置についても配慮が必要で

す。寝ているときにタンスが倒れたりして圧死したり、入口がふさがれて避難できなく

なったなどの危険性があります。寝床や扉の付近に倒れそうな家具を置かないようにす

る、背の高い家具は転倒防止のために固定するなど、地震に備えてください。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの力で災害に強いはりまをつくる 

～避けられたはずの犠牲を出さないために～ 
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